
主 文

１ 原告の請求をいずれも棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第１ 本件請求

本件は，被告が原告に対し平成９年５月１６日付けでした次の各事業年度の

法人税更正処分（以下「本件更正処分」という ）につき，原告において，被。

告が，営業のための贈答費，役員の出張旅費等の損金算入を否定し，他方で，

原告からの関連企業への立替あるいは貸付に伴う受取利息相当額を所得に算入

して原告の所得を過大に認定した違法な処分である旨主張し，

(1) 平成元年１０月１日から平成２年９月３０日までの事業年度（以下「平

成２年９月期」という ）の法人税の更正処分の取消しを，。

(2) 平成２年１０月１日から平成３年９月３０日までの事業年度（以下「平

成３年９月期」という ）の法人税の更正処分のうち法人税額３９万５６。

００円を超える部分の取消しを，

(3) 平成３年１０月１日から平成４年９月３０日までの事業年度（以下「平

成４年９月期」という ）の法人税の更正処分のうち法人税額５６００円。

を超える部分の取消しを，

(4) 平成５年１０月１日から平成６年９月３０日までの事業年度（以下「平

成６年９月期」という ）の法人税の更正処分の取消しを，。

(5) 平成６年１０月１日から平成７年９月３０日までの事業年度（以下「平

成７年９月期」という ）の法人税の更正処分の取消しを，。

(6) 平成７年１０月１日から平成８年９月３０日までの事業年度（以下「平

成８年９月期」という ）の法人税の更正処分の取消しを，。

それぞれ求める請求である。

第２ 事案の概要



１ 争いのない事実等（証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実を

含む ）。

(1) 当事者等

ア 原告は，昭和４７年１０月１６日に，商号を有限会社公益社冠婚葬祭互

助会として設立され，昭和５７年３月２０日に有限会社大成殿互助センタ

ーと商号変更した冠婚葬祭互助会を営む同族会社であり，事業目的を冠婚

葬祭の飾り付け及び式場の賃貸及び斡旋，衣装及び花環の賃貸並びに冠婚

葬祭に関する付属品の販売ほかとしており，原告の代表取締役Ａは，原告

（ 「 」 。）を含む別表１≪略≫に掲げる各法人 以下 モタエグループ法人 という

を統括している。

イ 原告は，事業年度を１０月１日から翌年９月３０日までとし，法人税法

１２１条所定の青色申告書提出の承認を受けていたが，昭和６２年６月２

３日付けで昭和５７年９月期以降の青色申告の承認取消処分を受けた後，

平成４年９月３０日に青色申告承認申請書を提出し，平成５年９月期以降

の青色申告書の提出が自動承認されたが，平成９年３月２１日付けで平成

５年９月期以降の青色申告承認取消処分を受けた。

(2) 課税処分に至る経緯

被告は，平成８年９月３日以降，再三にわたり，原告に対し，平成２年９

月期ないし平成８年９月期（以下「本件各事業年度」という ）の法人税等。

の確定申告書を提出するように求めたが，原告はこれに応じなかった。

そのため，被告Ｆ係官は，平成８年１０月３１日にＡ及び原告の取締役Ｂ

に対し，本件各事業年度のうち平成８年９月期を除く各事業年度の法人税の

調査を行う旨通知し（後に平成８年９月期についても，法定申告期限経過後

に調査を行う旨告げた ，帳簿書類の提示を求めたが，売上帳及び証票書。）

類の一部を提示したのみで，他の帳簿書類等を提示しなかっことから，平成

９年５月１日，被告の調査額を開示し，平成２年９月期ないし平成４年９月



期及び平成６年９月期ないし平成８年９月期の法人税の修正申告書の提出を

慫慂したが，原告は応じなかった。

(3) 課税処分と不服申立ての結果等

ア 被告は，平成９年５月１６日付で別表２≪略≫の更正処分等欄記載のと

おり本件法人税各更正処分を行った。

イ 原告は，平成３年９月期，同５年９月期の法人税の期限後申告に係る重

加算税の賦課決定処分（但し平成５年９月期についての変更決定後のも

の ，同２年９月期，同３年９月期，同４年９月期，同６年９月期，同７）

年９月期及び同８年９月期の法人税更正処分，重加算税賦課決定処分等に

ついて，被告に対し，平成９年６月２９日に異議の申立てをし，被告は，

別表２≪略≫のとおり平成９年１０月６日付けで，異議申立ての全てを棄

却する決定をした。

ウ 原告は，平成９年１１月６日付けで国税不服審判所長に対し，審査請求

をし，同審判所長は平成１１年１１月２９日付で審査請求の全てを棄却す

る裁決をした。

エ 原告は，平成１２年３月１日，本訴を提起した。なお，重加算税の賦課

決定の取消しを求める訴えは取り下げた。

(4) 本件法人税更正処分について

被告が認定した原告の平成２年９月期ないし平成４年９月期及び平成６年

９月期ないし平成８年９月期の法人税の所得金額は，原告の各期限後申告書

に記載された所得金額に，別表３≪略≫記載のとおり加算及び減算して算出

されたものであり，この結果，原告の所得金額は，平成２年９月期が２７８

４万０３０３円，平成３年９月期が１１３２万６９０９円，平成４年９月期

が９８３万０００５円，平成６年９月期が５３８万０４７７円，平成７年９

月期が７５２万４６０８円，平成８年９月期が５４０万１１５２円となり，

上記金額の範囲内で本件更正処分が行われている



被告が認定した前記加算項目のうち，役員報酬の過大計上による損金不算

入（別表３≪略≫② ，給与手当の過大計上による損金不算入（別表３≪略）

≫③ ，雑損失の過大計上及び雑収入の計上もれ（別表３≪略≫⑦及び⑧ ，） ）

売上の計上もれ（別表３≪略≫⑨ ，仕入金額の過大計上による損金不算入）

（別表３≪略≫⑩ ，当期利益の加算もれ（別表３≪略≫⑪ ，租税公課の） ）

（ ）， （ ）損金不算入額 別表３≪略≫⑫ 交際費の損金不算入額 別表３≪略≫⑬

と，別表３≪略≫④及び別表４≪略≫の営業促進費，業務推進費及び交際接

待費の各勘定科目に係る支出（以下「本件贈答費」という ）のうち，別表。

４≪略≫の⑤⑥⑪⑯⑰に関する部分については，原告は争わない。

また，別表４≪略≫の①，②，③，⑦及び⑫は，いずれも原告が天満屋倉

敷店のＡ名義の口座番号３６６ー１６１０７ー１２の売掛金口座（以下「甲

個人口座」という ）又は同人名義の口座番号９６６ー２７４５９ー００の。

売掛金口座（以下「丙個人口座」という ）を通じて購入した江戸時代の刀。

剣の代金の一部であること，別表４≪略≫の④は，原告が甲個人口座を使用

して購入した商品券の代金であること，別表４≪略≫の⑧は，原告が甲個人

口座を使用して購入した宝石リング１点の代金であること，別表４≪略≫の

⑨は原告が甲個人口座を使用して購入した宝石，日用雑貨，家具等の購入代

金であること，別表４≪略≫の⑩は，原告が天満屋倉敷店のＢ名義の売掛金

口座（以下「乙個人口座」という ）を利用して購入した化粧品等の代金で。

あること，別表４≪略≫の⑬は，原告が甲個人口座を使用して平成６年１２

月２３日から同７年２月８日の間に購入した貴金属ネックレス１０万１９７

０円，婦人靴ＲＺＳ１万００９４円，婦人セーターミサールＲ１万３６９９

円，修理代１２３６円，ムートン２口１万０３００円，Ｋ１８アクセサリー

５１５０円，キヨテン宝石２１万７３３０円，同宝石５万０９８５円，同宝

石３万５２２６円，ＩＮＤワイン２本１万２０００円，フォーマルネクタイ

８７５５円，歩引き３３５９円合計４６万３３８６円の代金の一部であるこ



と，別表４≪略≫の⑭は，原告が甲個人口座を使用して購入した通信販売寝

具５点６万８１６５円，コシノヒロコ７万００４０円，ＩＭＤワイン６００

， （ ）０円 歩引１４４３円合計１４万２７６２円 税金除外額１３万８６０４円

の代金であること，別表４≪略≫の⑮は，原告が甲個人口座を使用して購入

した紳士ベルト３点１万７３０４円，紳士服４万４２９０円，紳士ワイシャ

ツ３６０５円，生鮮ギフト１万３００円，歩引き１７２０円，合計７万３７

７９円（税金除外額７万１６３０円）の代金であること，別表４≪略≫の⑱

は，原告が甲個人口座を使用して購入した宝石ブチネックレス２６万０００

０円，宝石ネックレス４万００００円，消費税９０００円の代金であること

については争いがない。

(5) 関連会社に対する貸付

原告は，別表６≪略≫のとおり，本件各事業年度において，いずれもモタ

エグループ法人に属する浅口交通株式会社，有限会社サントピアマリーナ，

サンユーセブン，四国石販，聖和建設，大洋土木，中嶋組，有限会社モタエ

商事及びヤマソーに対する貸付金並びにＡに対する仮払金（以下「本件仮払

金」という ）及び貸付金（以下これらの貸付金及び仮払金を併せて「本件。

貸金等」という ）を計上している。。

本件仮払金は，平成２年１０月１日現在の残高が４８９万４３３０円であ

ったが，その後平成３年１０月２日に３００万円が追加して仮払処理された

ほかは，本件各事業年度中には金額に変動がない。

原告は，別表７≪略≫のとおり，平成４年９月３０日現在の本件グループ

法人に対する貸付金残高からそれぞれの法人からの借入金残高を差し引いた

金額及びＡに対する貸付金額にそれぞれ年利率３・５％を乗じて算定した受

， ，取利息の合計額２４３万４０３６円を 平成４年９月期の益金の額に算入し

平成６年９月３０日現在の四国石販に対する貸付金残高から同社からの借入

金残高を差し引いた金額に年利率４％を乗じて算定した受取利息の額６７万



１９３３円を，平成６年９月期の益金の額に算入しているが，上記平成４年

９月期及び平成６年９月期を除く各事業年度において，本件貸金等に係る受

取利息を計上していない。

原告には，平成元年１０月から平成４年１１月までの間，中国銀行玉島支

店からの借入金があるところ，当該借入期間における年利率は４・２２％か

ら７・５３％の間で推移している。

被告は，別表６≪略≫及び７≪略≫のとおり，本件貸付金の毎月末におけ

る残高に，その月における全国主要銀行の長期貸出平均金利を乗じ，１２で

除して算定した金額の合計から同表の「既に計上されている利息の額」欄の

金額を差し引いた「加算すべき利息相当額の合計額」欄の金額を，本件貸金

等に係る利息相当額として本件各事業年度の益金の額に算入した。

また上記の経済的利益は原告が無償で本件グループ法人へ供与したものと

認められ，法人税法上寄付金に該当するものとして損金の額に算入するとと

もに（別表３≪略≫の⑮，⑯及び⑰ ，別表８≪略≫のとおり寄付金の損金）

不算入額を算定し，当該金額を損金の額に不算入とした（別表３≪略≫の

⑲ 。）

２ 争点

， ， ，(1) 原告が 別表３≪略≫④ 別表４≪略≫の本件贈答費を平成２年９月期

平成３年９月期，平成６年９月期，平成７年９月期及び平成８年９月期の

損金の額に算入することを否認した被告の更正処分が適法であるか。

ア 刀剣の購入費用について（別表４≪略≫①ないし③，⑦及び⑫）

（原告の主張）

これらの刀剣は，名家の葬儀の場合の魔除けの守護刀として使用するも

ので原告の事業用資産購入のための費用である。

（被告の主張ー主位的主張）

① 原告は，原告名義の売掛金口座を有していながら，当該各刀剣を購入



するにあたり，Ａ名義の売掛金口座（甲及び丙売掛金口座）を利用して

いる。原告がＡ名義の売掛金口座を利用した理由は，天満屋からの薦め

により，Ａが個人的趣味として購入した刀剣の購入代金の一部を原告が

負担した結果である。

② 原告代表者は，本件刀剣を自宅に保管している。なお，原告は本訴に

なって刀剣の保管場所として倉庫の１室らしき場所の写真を証拠として

提出し（甲第２号証 ，当該所在地が倉敷市玉島阿賀崎ａ番地（乙第９）

３号証の②）であるとしているが，国税不服審判所への説明と食い違う

など保管場所の原告の主張は一貫性を欠いており，信用できない。

③ 原告は，これら刀剣の購入代金の会計処理にあたり，平成２年１１月

３０日付けで営業促進費に計上した２００万００００円（別表４≪略≫

②及び③）は，総勘定元帳の摘要欄に「天満屋会員向粗品 「施行者御」

供物他 （乙第１９号証の１）と記載し，また同７年１月２０日付けで」

営業費に計上した１００万００００円（別表４≪略≫の⑫）は，振替伝

票の摘要欄に「天満屋加入者粗品＠１０００×１０００ヶ」と記載する

など，実際の購入物品と明らかに異なる会計処理をしている。

④ これら刀剣の購入代金は，モタエグループ法人のうちの数社が甲個人

口座又は丙個人口座において分割して支払っており，これは一社あたり

に支払額を少なくし，あたかも業務推進のために費用であるかのごとく

偽ったものである。

（被告の主張ー予備的主張）

仮にこれらの刀剣が名家の葬儀の場合の魔除けの守護刀として貸し出さ

れ原告の事業用資産として認められたとしても，これらの刀剣は江戸時代

作の相当美術品的価値のあるものであり，時の経過によりその価値が減少

するとは認められないため，減価償却資産に該当せず，また消耗品費にも

該当しないので，法人税法施行令１３条によりいずれにしても原告の損金



の額に算入できない。

イ 商品券購入費用（別表４の④）

（原告の主張）

原告が平成２年１２月２６日付けで営業促進費に計上した２９万１２６

２円（税込価額３０万００００円，別表４の④）は，原告が天満屋倉敷店

の原告名義の売掛金口座を使用して購入した商品券の代金であるが，これ

は，原告の事業である互助会への勧誘の際の贈答として使用したものであ

る。

（被告の主張）

， ，原告は 本件商品券の配布先及び配付金額等について何ら明らかにせず

また，商品券の購入実績もこの時のみであること，被告の原処分調査時に

は商品券はほとんど渡していない旨の申述をしていたことからすると，互

助会への加入勧奨の際の贈答に使用したものとは認められない。

ウ 宝石リングの購入代金（別表４≪略≫の⑧）

（原告の主張）

原告が平成５年１２月３０日付けで業務促進費に計上した６７万９６１

１円（税込み価額，別表４≪略≫の⑧）は，原告が甲個人口座を使用して

購入した宝石リング１点の代金であるが，これは婚礼の際，花嫁や参加者

に身粧品として貸し出す備品である。

（被告の主張ー主位的主張）

① 本件支出は，甲個人口座を利用した取引であり，原告の業務用の物品

を購入するのであれば，原告名義の売掛金口座を利用するのが通常であ

り，あえてＡ名義の売掛金口座を利用する必要性はない。

② 原告は本件支出の会計処理に当たり，振替伝票摘要欄に実際の購入物

「 」 。品とは異なる 加入者粗品用２００ヶ＠３５００ との記載をしている

③ 指輪にはサイズがあるため汎用性に乏しくことに加え，このような高



額な指輪の購入実績はこの時のみである。

（被告の主張ー予備的主張）

仮に，本件宝石リングが婚礼等の儀式に使用する備品であり，原告の事

業用資産と認められたとしても，時の経過によりその価値が減少するもの

とは認められず，減価償却資産に該当しないから（法人税法施行令１３

条 ，いずれにしても原告の損金の額には算入できない。）

エ 宝石及び家具等の購入代金（別表４≪略≫の⑨）

（原告の主張）

原告が平成６年６月８日付けで業務推進費に計上した１７万６６００円

（税込み価額１８万１８９８円，別表４≪略≫の⑨）のうち１３万９０５

０円は宝石の代金であり，これは，婚礼等の儀式の時に使用する備品であ

る。日用雑貨とあるのは，調味料等を多数購入し互助会会員に配布したも

ので，これは会員から預かった会費に利息をつけないため，謝礼の意味で

年間に数回実施するものである。

（被告の主張）

① 本件支出は，甲個人口座を利用した取引であり，原告の業務用の物品

を購入するのであれば，原告名義の売掛金口座を利用するのが通常であ

り，あえてＡ名義の売掛金口座を利用する必要性はない。

② 原告は会計処理に当たり，実際の購入物品（宝石，家具）と異なり，

振替伝票欄に「天満屋倉敷 加入者粗品」と記載している。

③ 原告は宝石以外に家具２点を送料及び消費税込み４万０７８８円で購

， ，入しているが 原告の事業の用に供した具体的な説明がなされておらず

また，原告の「日用雑貨とあるのは，調味料等を多数購入し互助会会員

に配布したもの」との説明も，本件支出時における日用雑貨の購入代金

が１０００円であることからすると信用できない。

オ 化粧品等の購入代金（別表４≪略≫の⑩）



（原告の主張）

原告が平成６年７月１４日付けで業務推進費に計上した３万７５２４円

（税込み価額３万８６５０円，別表４≪略≫の⑩）は，乙個人口座を使用

して購入した化粧品等の代金であるが，これは婚礼，葬儀などの参加者の

身支度のために，用意しておくものである。

（被告の主張）

① 本件支出は，乙個人口座を利用した取引であり，原告の業務用の物品

を購入するのであれば，原告名義の売掛金口座を利用するのが通常であ

り，あえてＢ名義の売掛金口座を利用する必要性はない。

② 原告は会計処理に当たり，振替伝票欄に「天満屋粗品」と事実に反す

る記載をしている。

カ 宝石，貴金属，婦人靴等の購入代金（別表４≪略≫の⑬）

（原告の主張）

原告が平成７年３月１０日付けで交際接待費に計上した１０万００００

円（税込み価額１０万３０００円，別表４≪略≫の⑬）は，甲個人口座を

使用して平成６年１２月２３日から同７年２月８日の間に購入した貴金属

ネックレス，婦人靴，婦人セーター，アクセサリー，宝石，ワイン及びネ

クタイの代金の一部であるが，これはお歳暮の購入代金である。

（被告の主張）

① 本件支出は，甲個人口座を利用した取引であり，原告の業務用の物品

を購入するのであれば，原告名義の売掛金口座を利用するのが通常であ

り，あえてＡ名義の売掛金口座を利用する必要性はない。

② 本件宝石等は贈答品としては高価といわざるを得ず，また個人的な趣

味嗜好が反映されるものばかりであり，かつ贈答の相手方を明らかにし

ないことからすると私的な物品の購入である。

キ 寝具等の購入代金（別表４≪略≫の⑭）



（原告の主張）

原告が平成７年４月１２日付けで交際接待費に計上した１３万８６０４

円（税込価額１４万２７６２円，別表４≪略≫の⑭）は，甲個人口座を使

用して購入した通信販売寝具，コシノヒロコ及びワインの代金であるが，

これらは宿直室の備品として使用したものである。

（被告の主張）

① 本件支出は，甲個人口座を利用した取引であり，原告の業務用の物品

を購入するのであれば，原告名義の売掛金口座を利用するのが通常であ

り，あえてＡ名義の売掛金口座を利用する必要性はない。

② 原告は，会計処理に当たり，振替伝票の摘要欄に「天満屋加入者粗品

１００ヶ」と実際の購入物品と異なる記載をしている。

ク 紳士服等の購入代金（別表４≪略≫の⑮）

（原告の主張）

原告が平成７年５月１１日付けで交際接待費に計上した７万１６３０円

（税込価額７万３７７９円，別表４≪略≫の⑮）は，甲個人口座を使用し

て購入した紳士ベルト，紳士服，紳士ワイシャツ及び生鮮ギフトの代金で

あるが，これらは原告の貸衣装用備品である。

（被告の主張）

① 本件支出は，甲個人口座を利用した取引であり，原告の業務用の物品

を購入するのであれば，原告名義の売掛金口座を利用するのが通常であ

り，あえてＡ名義の売掛金口座を利用する必要性はない。

， ， 「 」② 原告は 会計処理に当たり 振替伝票摘要欄に 天満屋加入者用粗品

と実際の購入物品と異なる記載をしている。

③ 本件購入物品には貸衣装用備品にはなり得ない生鮮ギフトが含まれ，

また貸衣装はモタエが所有し，原告はモタエから借り入れて顧客に貸し

ている状況とも矛盾する。



ケ 宝石等の購入代金（別表４≪略≫の⑱）

（原告の主張）

原告が平成８年８月２７日付けで業務推進費に計上した３０万００００

円（税込価額３０万９０００円，別表４≪略≫の⑱）は，甲個人口座を使

用して購入した宝石ブチネックレス，宝石ネックレスの代金であるが，こ

れらはお中元として購入したものである。

（被告の主張）

① 本件支出は，甲個人口座を利用した取引であり，原告の業務用の物品

を購入するのであれば，原告名義の売掛金口座を利用するのが通常であ

り，あえてＡ名義の売掛金口座を利用する必要性はない。

② 原告は，会計処理に当たり振替伝票摘要欄に「天満屋倉敷粗品＠５０

０×６００ヶ」と実際の購入物品とは明らかに異なる記載をしている。

(2) 原告が，別表３≪略≫⑤，別表５≪略≫の営業促進費，旅費交通費，交

通接待費，厚生費及び雑費の各勘定科目に係る支出（以下「本件東京滞在

費等」という ）を，平成３年９月期の損金の額に算入したことを否認し。

た被告の本件更正処分が適法であるか。

なお本件東京滞在費等のうち，別表５≪略≫の①から⑱に関する部分に

ついては，原告は被告主張を争わない。

（原告の主張）

原告が平成２年１０月５日付けで旅費交通費に計上した４万００８６円

（税込価額４万１２９０円，別表５≪略≫の⑲，⑳）は，営業状況の視察の

ための大阪出張旅費である。

（被告の主張）

視察先等主張の具体的な内容が不明であり，原告の業務に必要な費用とは

認められない。

(3) 別表３≪略≫⑥（関連して同表⑮ないし⑰減算額及び⑲寄付金の損金不



算入額）のモタエグループ法人内部の関連会社に対する無利息貸付等に係

る利息相当額の経済的利益が原告の益金の額と認定できるか。

（被告の主張）

ア 原告は，モタエグループ法人及び原告代表者に対し本件貸金等を有し

ているところ，これらの本件貸金等について，それを正当とする特段の

事情は何ら認められないにもかかわらず，受取利息を計上せず又は低利

による受取利息を計上していることからすれば，無償による役務の提供

とみなし，社会通念上妥当な利息相当額の所得が発生したものとして，

本件貸金等の毎月末残高にその月における全国主要銀行の長期貸出平均

金利を乗じ１２で除して算定した金額の合計から，既に計上されている

利息の金額を差し引いた金額を本件貸金等に係る利息相当額として本件

（ ，各事業年度の益金の額に算入すべきである 別表６≪略≫及び７≪略≫

法人税法２２条２項 。）

イ そして，上記の経済的利益は，法人税法上寄付金に該当し，損金の額

に算入するとともに，寄付金の損金不算入額（法人税法３７条２項）を

算定すると，別表８≪略≫の損金不算入額の金額となる。

第３ 当裁判所の判断

１ 争点(1)について

ア（刀剣の購入費用について別表４≪略≫①ないし③，⑦及び⑫）

， ， ， ， ， ， ， ， ， ，甲第２号証 乙第１ １６ １７ １８ １９ ２０ ２４ ３２ ３６

３７，８３，８６，８７及び９４号証並びに弁論の全趣旨によれば次の事実

が認められる。

原告は，Ａ名義の甲個人口座及び丙個人口座を利用して以下の刀剣を購入

した。

①平成元年１２月１７日 丹波守吉道 １０００万円

②平成２年１２月２７日 長運斉綱俊天保１２年 １１００万円



③平成３年１１月３０日 正３位有切造并詠 １２０万円

④平成５年７月１１日

同年８月１１日 長曾根興里入道虎徹 ７００万円

上記の刀剣は，いずれも江戸時代の作の美術刀剣である。

天満屋倉敷店の担当者は，刀剣の販売に関し，Ａが刀剣を好むとの情報を

得て，刀剣業者のＧを同行の上，何点かをＡの自宅に持って行き販売したも

のであり，丙個人口座の代金はＡの自宅で同人の妻のＣから受領し，Ｃから

指示されるままに領収書を発行した。

原告が，平成２年１１月３０日付けで計上した営業促進費１９４万１７４

６円及びこれに対する仮払消費税相当額５万８２５４円の合計２００万００

００円は，モタエグループ法人である四国石販株式会社が同年７月３０日に

甲個人口座に入金したものを相手勘定を四国石販株式会社に対する借入金と

して会計処理されている。

④の刀剣の代金７２１万００００円は，平成７年１月２０日に原告から１

０３万００００円が入金されているほか，同日にいずれもモタエグループ法

人である株式会社サンユーセブン，四国石販株式会社，株式会社大洋土木，

株式会社モタエ及び有限会社ヤマソーから各１０３万００００円ずつ並びに

聖和建設株式会社及び株式会社中嶋組から各５１万５０００円ずつそれぞれ

入金されている。

前記平成７年１月２０日の取引について原告が振替伝票に記載している内

容は 「天満屋加入者粗品＠１０００×１０００ヶ」である。，

刀剣の保管場所については，原告は国税不服審判所に対しては自宅である

旨述べていたが，本訴になって倉敷市玉島阿賀崎ｂ番地ｃあるいは同市玉島

阿賀崎ａ番地であるとしている。

（ ）原告は別件訴訟 平成１３年(行ウ)１３号法人税更正処分等取消請求事件

において，モタエグループ法人である株式会社サンユーセブンは，前記「長



曾根興里入道虎徹」は原告ではなく，株式会社サンユーセブンの所有物であ

る旨主張している。

このように，そもそも原告の本件刀剣が歴史的価値を有し，相当高額であ

り，業務用の備品としてはなじまない性質の物であることに加え，以上認定

の刀剣の購入経緯，会計処理方法，原告は刀剣を使用した葬儀の主宰者の氏

名等を明らかにしないこと，その保管場所やその所有権についての説明が一

貫していないこと等に照らすと本件刀剣が業務用の備品であるとは到底認め

られない。

イ（商品券購入費用，別表４≪略≫の④）

乙第１６，１９及び８３号証によれば，原告は甲個人口座を使用して本件

商品券を購入したこと，商品券の在庫管理等はしていないこと，商品券の購

入実績がこの時のみであること，本件商品券の使途あるいは交付先について

明らかにしないこと，被告の異議調査時にＤ（旧姓Ｅ）は被告Ｆ係官に対し

「商品券は相手方がいやがるのでほとんど渡していない」旨述べたことが認

められ，以上認定したところによれば本件商品券が互助会の加入勧奨のため

に使用したものとは認められない。

ウ（宝石リングの購入代金，別表４≪略≫の⑧）

乙第１６，２６，８３及び８６号証によれば，宝石，貴金属はＣが外商担

当者の勧めにより展示会の商品又は外商担当者が持参した商品の中から選定

して購入していること，原告は甲個人口座を使用して本件宝石リング６７万

９６１１円で購入したこと，会計処理に当たり振替伝票摘要欄に「加入者粗

品用２００ヶ＠３５００」と記載していることが認められる。

そして，本件宝石リングは相当高額で，かつ汎用性に乏しくそもそも備品

になじまないことに加え，前記認定の購入経緯及び会計処理の方法に照らす

と，業務用の備品であると認定することはできない。

エ（宝石及び家具等の購入代金，別表４≪略≫の⑨）



乙第１６，２７，２８，８３及び８６号証によれば，原告は，甲個人口座

を利用して本件宝石，家具，日用雑貨を購入していること，会計処理に当た

り振替伝票摘要欄に「加入者粗品」と記載をしていること，当該領収書には

原告の名称とともに「㈱モタエ」と併記されていること，日用品雑貨につい

てはその購入代金が１０００円であることが認められ，宝石が汎用性に乏し

く備品になじまないことや日用雑貨の購入代金からは備品として購入したと

は考え難いこと，家具については原告の事業用に供した具体的な説明がなさ

れていないこと，また，その会計処理の方法等に照らすと，これらが業務用

の備品の購入と認定することはできない。

オ（化粧品等の購入代金，別表４≪略≫の⑩）

乙第２５，２９，３０，３１，８３及び８６号証によれば，原告は天満屋

倉敷店のＢ名義の売掛金口座（以下「乙個人口座」という ）を利用して本。

件化粧品等を購入したこと，会計処理に当たり，振替伝票摘要欄に「天満屋

粗品」と記載をしていること，他の時期には同類の購入がないことが認めら

れ、以上認定したところによれば，これが業務用の備品と認めることはでき

ない。

カ（宝石，貴金属，婦人靴等の購入代金，別表４≪略≫の⑬）

乙第１６，３２，３８，３９，８３及び８６号証によれば，原告は甲個人

口座を利用して本件宝石等を購入したこと，宝石，貴金属はＣが外商担当者

の勧めにより展示会の商品又は外商担当者が持参した商品の中から選定して

購入していること，購入品目の中には高級ブランド商品が含まれていること

が認められる。

そして，宝石，貴金属類が汎用性に乏しくそもそも業務用の備品になじま

ないことや，商品の選定に購入する者の好みが反映するブランド物の婦人服

等が含まれていること，原告はこれらは贈答品である旨主張するが，贈答品

としては相当高額であることなどに照らすと，業務の遂行に必要な支出とは



認められない。

キ（寝具等の購入代金，別表４≪略≫の⑭）

乙第１６，３２，４０，４１，８３及び８６号証によれば，原告は甲個人

口座を利用して本件寝具等を購入したこと，本件購入物品は通信販売寝具５

点，コシノヒロコ１点，ＩＭＤワイン１本であるが，原告は会計処理に当た

り振替伝票摘要欄に「天満屋加入者粗品１００ヶ」と記載して処理している

ことが認められる。

そして，本件購入物品について原告は宿直室の備品である旨主張するが，

その具体的状況については何ら主張せず，コシノヒロコ１点とＩＭＤワイン

については宿直室の備品とは何ら関連性が認められないことに照らすと，業

務の遂行に必要な支出とは認められない。

ク（紳士服等の購入代金，別表４≪略≫の⑮）

乙第１６，３２，４２，４３，８３及び８６号証によれば，原告は甲個人

口座を利用して紳士服，紳士ベルト，紳士ワイシャツ，生鮮ギフトを購入し

たこと，原告は会計処理にあたり振替伝票摘要欄に「天満屋加入者粗品」と

して処理していること，貸衣装はモタエが所有し原告はその都度モタエから

借り入れて顧客に貸していることが認められ，以上認定の事実に加え，原告

は，本件購入物品について貸衣装用備品である旨主張するが，そもそも貸衣

装用備品とはなり得ない生鮮ギフトが含まれていることに照らすと，業務用

の備品の購入とは認められない。

ケ（宝石等の購入代金，別表４≪略≫の⑱）

乙第１６，４８，４９，５０，８３，８６及び８８号証によれば，原告は

甲個人口座を利用して本件宝石ネックレス２点を購入したこと，原告は会計

処理に当たり振替伝票摘要欄に「天満屋倉敷粗品＠５００×６００ヶ」と記

載していることが認められる。

そして，貴金属類は汎用性に乏しくそもそも業務用の備品になじまないこ



とや，商品の選定に購入する者の好みが反映すること，本件ネックレスがお

中元の品である旨の原告主張は不合理と言わざるを得ないことなどに照らす

と，業務の遂行に必要な支出とは認められない。

２ 争点(2)について

乙第６７，６８及び第８３号証によれば，本件大阪旅費は，平成２年１０月

１日にＪＲ西日本に支払われたものであり，新倉敷駅と新大阪駅の山陽新幹線

の運賃であることが認められる。

そして，原告は本件支出については大阪への出張旅費で用件は同業者の営業

状況の視察である旨主張するが，視察先等の具体的な内容が不明であり，その

内容を明らかにしようとはしないこと，本訴の当初は別表５≪略≫の①から⑱

についても大阪旅費と同様に原告代表者が同業者との打ち合わせあるいは葬祭

行事に関する展示会視察に出張した際の経費などと主張していたが，およそ業

務とは無関係な支出が多数含まれていることが証拠上明らかになると私的な支

出であることを認めるに至っていることに照らすと，業務に必要な費用と認め

ることはできない。

３ 争点(3)について

仮払金勘定は，将来清算される費用等の支出を仮に行うために，一時的に処

， ，理する目的で用いられる勘定科目であるところ 前記争いのない事実によれば

本件仮払金は一時的に発生し，その後長期間にわたって清算されておらず，ま

た費用として精算すべき合理的理由も見あたらないことから，実質的にはＡに

対する貸付金と認められる。

そして，法人税法２２条２項は，内国法人の各事業年度の所得の金額の計算

上，当該事業年度の益金の額に算入すべき金額の１つとして，無償による役務

の提供に係る収益の額を規定しているところ，金銭消費貸借契約において当事

者間で無利息による貸借が行われた場合は，法人税法上無償による役務の提供

に該当し，社会通念上妥当な利息相当額の収益が発生し，また低額な利息の約



定がなされていても，社会通念上妥当な利率による利息相当額との差額につい

て同様に収益が発生すると解される。

本件の貸金について，前記認定のように，平成４年９月期及び平成６年９月

期を除く各事業年度において無利息による融資を行っており，これは無償によ

る役務の提供に該当し，社会通念上妥当な利息相当額の収益を計上すべきであ

る。

また，原告は，別表６≪略≫及び７≪略≫のとおり，平成４年９月３０日現

在の本件グループ法人に対する貸付金残高から，それぞれの法人からの借入金

残高を差し引いた金額及びＡに対する貸付金に，それぞれ年利率３・５％を乗

じて算定した金額を，平成４年９月期の益金の額に算入し，平成６年９月３０

日現在の四国石販株式会社に対する貸付金残高から同社からの借入金残高を差

し引いた金額に，年利率４％を乗じて算定した金額を平成６年９月期の益金の

額に算入しているが，平成元年１０月から平成４年１１月までの間の原告の銀

行からの借入金利は４・２２％から７・５３％の間で推移しており，年利率３

・５％は低い金利であること，平成６年９月期における年利率４％は対応する

時期の原告の借入金がないため資金調達金利と比較することはできないが，同

時期の全国主要銀行の長期貸出金利は４・４６０％から５・０９１％であるこ

と（乙第９０号証）と比較して低い金利であることが認められるから，これも

無償による役務の提供とみなし，社会通念上妥当な利息相当額から原告が算定

した上記利息を控除した部分を益金の額に算入すべきである。

そして，被告が別表６≪略≫，７≪略≫のとおり，本件貸付金の利息相当額

の算定として全国主要銀行の長期貸出平均金利を乗じ，１２で除して算定した

金額の合計で算出したことは合理的であるから，モタエグループ法人内部の関

連会社に対する無利息貸付等に係る利息相当額の経済的利益を原告の益金の額

と認定した被告の処分は適法であると認められる。

第４ 結論



よって，原告の本件請求はいずれも理由がないので棄却すべく，訴訟費用の

負担につき行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり

判決する。

岡山地方裁判所第１民事部

裁判長裁判官 金馬健二

裁判官 金光秀明

裁判官 潮海二郎




